
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

四
九
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

四
九
二

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
を
定
め
な
い
土
地
と
し
て
指
定
し
た
件

四
九
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

四
九
三

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

四
九
三

公

告

○
福
島
県
准
看
護
師
試
験
を
実
施
す
る
件

四
九
三

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
を
閉
鎖
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四
九
四

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四
九
四

告

示

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
六
年
十

月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち

づ
く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観

光
部
産
業
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

か
ね
と
ビ
ル

福
島
県
郡
山
市
桑
野
四
丁
目
三
番
地
の
四
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

（
変
更
前
）
福
島
県
郡
山
市
桑
野
四
丁
目
三
番
四
号

（
変
更
後
）
福
島
県
郡
山
市
桑
野
四
丁
目
三
番
地
の
四
ほ
か

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
有
限
会
社
か
ね
と

代
表
取
締
役

国
分

甲
子
郎

（
変
更
後
）
有
限
会
社
か
ね
と

代
表
取
締
役

国
分

学

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

１

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

２

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日

３

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
八
日

五

届
出
を
し
た
者

有
限
会
社
か
ね
と

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
六
年
十

月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち

づ
く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観

光
部
産
業
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

か
ね
と
ビ
ル

福
島
県
郡
山
市
桑
野
四
丁
目
三
番
地
の
四
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
位
置

（
変
更
前
）
別
紙
図
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
図
面
の
と
お
り

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

───────────────────────────────────────────────────────────
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平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
二
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
八
日

五

届
出
を
し
た
者

有
限
会
社
か
ね
と

（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
で
準
用
す
る
同
法

第
五
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
を
県
営
区
画
整
理
事
業
経
沢
地
区
に
係
る

換
地
計
画
に
お
い
て
、
換
地
を
定
め
な
い
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
の
表
示

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
平
潟
字
中
谷
地
五
番
地

同

市
湊
町
大
字
平
潟
字
中
谷
地
八
番
地

同

市
湊
町
大
字
平
潟
字
大
経
沢
三
番
地

同

市
湊
町
大
字
平
潟
字
大
経
沢
九
番
地

同

市
湊
町
大
字
平
潟
字
大
経
沢
十
番
地

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
会
津

大
沼
郡
会
津
美
里
町
穂
馬

変
更
前

一
一
・
〇
〜

八
九
六
・
〇

高
田
上
三

字
天
国
甲
一
〇
二
七
番
一

二
五
・
〇

寄
線

地
先
か
ら

同

郡
同

町
穂
馬

変
更
後

一
一
・
〇
〜

八
九
六
・
〇

字
下
川
原
乙
五
三
九
番
三

二
五
・
〇

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
会
津
高
田
上
三
寄

大
沼
郡
会
津
美
里
町
穂
馬
字
天
国
甲
一

平
成
二
六
年
一
〇
月
二
一

線

〇
二
七
番
一
地
先
か
ら

日

同

郡
同

町
穂
馬
字
下
川
原
乙

五
三
九
番
三
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
二
百
九
十
七
号

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
六
年
度
福
島
県
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

試
験
期
日

平
成
二
十
七
年
二
月
九
日
（
月
）
午
後
一
時
開
始

二

試
験
場
所

郡
山
市
熱
海
町
熱
海
二
丁
目
一
四
八
番
地
の
二

郡
山
ユ
ラ
ッ
ク
ス
熱
海
多
目
的
ホ
ー
ル

三

提
出
書
類

１

受
験
願
書

２

写
真

出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
、
受
験
用
写
真
台
紙
に
貼
り

付
け
る
こ
と
。

３

受
験
資
格
を
証
す
る
書
類

───────────────────────────────────────────────────────────
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㈠

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

㈡

受
験
願
書
の
受
付
期
間
内
に
規
則
第
二
十
七
条
第
二
号
の
修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書
を

添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
当
該
証
明
書
に
代
え
て
修
業
見
込
証
明
書
又
は
卒
業
見
込

証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
者
が
平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
午
後
五
時
ま
で
に

修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
い
と
き
は
、
試
験
結
果
の
い
か
ん
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
試
験
は
無
効
と
す
る
。

四

受
験
手
数
料

六
千
九
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納
入
す
る
こ
と
（
消

印
は
し
な
い
こ
と
。
）
。

五

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
に
郵
送
（
書
留
郵
便
）
又
は
持
参
の
こ
と
（
郵

送
の
場
合
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日
ま
で
の
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。
）
。

六

受
験
願
書
の
提
出
先

福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
地
域
医
療
課
感
染
・
看
護
室

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号
（
郵
便
番
号
九
六
〇
―
八
六
七
〇
）

電
話

〇
二
四
―
五
二
一
―
七
二
二
二
（
直
通
）

七

そ
の
他

１

受
験
願
書
用
紙
等
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
准
看
護
師
試
験
願
書
請
求
」

と
朱
書
し
て
百
四
十
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
前
記
受
験
願
書

の
提
出
先
へ
請
求
す
る
こ
と
。

２

試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
地
域
医
療
課
感
染
・
看
護
室

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

（
地
域
医
療
課
感
染
・
看
護
室
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
を
閉
鎖
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

閉

鎖

年

月

日

田
口
病
院

白
河
市
郭
内
一
一
番
地

平
成
二
五
年
一
〇
月
三
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

医
療
法
人
秀
公
会
あ
づ
ま
脳

社
会
医
療
法
人
秀
公
会
あ
づ

平
成
二
三
年
四
月
一
日

神
経
外
科
病
院

ま
脳
神
経
外
科
病
院

医
療
法
人
秀
公
会
介
護
老
人

社
会
医
療
法
人
秀
公
会
介
護

平
成
二
三
年
四
月
一
日

保
健
施
設
ケ
ア
フ
ォ
ー
ラ
ム

老
人
保
健
施
設
ケ
ア
フ
ォ
ー

あ
づ
ま

ラ
ム
あ
づ
ま

財
団
法
人
桜
ヶ
丘
病
院

一
般
財
団
法
人
桜
ヶ
丘
病
院

平
成
二
六
年
四
月
一
日
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